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※自転車安全利用五則 ①自転車は、車道が原則、歩道は例外 ②車道は左側を通行 ③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 ④安全ルールを守る(飲
酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認) ⑤こどもはヘルメットを着用

﹁
や
さ
し
さ
が

走
る
こ
の
街

こ
の
道
路
﹂
を
メ
イ
ン
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
行
わ

れ
ま
す
︒

﹁
こ
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止
﹂
を
運
動
の
基
本
と
し
て
︑
�

つ
の
重
点
を
定
め
て
い
ま
す
︒

○
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
︵
特

に
︑
自
転
車
安
全
利
用
五
則
︵
※

下
部
参
照
︶
の
周
知
徹
底
)

○
後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の
座
席

の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

○
飲
酒
運
転
の
根
絶

○
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

ま
た
︑
期
間
中
の
�
月

日
︵
日
︶

10

は
﹁
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す

日
﹂
で
す
︒
交
通
事
故
の
加
害
者
に

も
被
害
者
に
も
な
ら
な
い
よ
う
︑
一

人
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
︑

交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
︒

▢問
交
通
対
策
課
交
通
係

☎
(
�
�
�
	
)
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�

深
川
警
察
署
交
通
総
務
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

城
東
警
察
署
交
通
総
務
係

☎
(
�
�


)
�
�
�
�

東
京
湾
岸
警
察
署
交
通
総
務
係

☎
(
�
�
	
�
)
�
�
�
�

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
相

談
窓
口
で
は
︑
中
学
�
年
生
・
高
校

�
年
生
等
の
受
験
生
が
い
る
世
帯
に
︑

学
習
塾
・
受
験
対
策
講
座
等
の
受
講

費
用
や
高
校
・
大
学
等
の
受
験
費
用

を
無
利
子
で
貸
し
付
け
て
い
ま
す
︒

貸
付
条
件
な
ど
詳
細
は
︑
お
気
軽
に

電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢人
次
の
す
べ
て
に
該
当
し
︑
中
学

�
年
生
︑
高
校
�
年
生
等
の
こ
ど
も

︵

歳
未
満
︶
を
養
育
し
て
い
る
方

20
○
収
入
が
一
定
基
準
以
下
で
あ
る

○
預
貯
金
等
資
産
の
保
有
額
が
�
�

�
万
円
以
下
で
あ
る

○
土
地
・
建
物
を
所
有
し
て
い
な
い

︵
現
在
住
ん
で
い
る
住
宅
・
土
地

に
つ
い
て
は
除
く
︶

○
貸
付
対
象
者
お
よ
び
養
育
し
て
い

る
こ
ど
も
が
と
も
に
都
内
に
�
年

以
上
居
住
し
て
い
る

○
生
活
保
護
世
帯
で
な
い

○
本
資
金
の
連
帯
保
証
人
に
な
っ
て

い
な
い

○
他
の
公
的
資
金
の
返
済
を
滞
納
し

て
い
な
い

※
そ
の
他
︑
連
帯
保
証
人
等
の
条
件

あ
り

﹇
貸
付
金
の
対
象
範
囲
・
金
額
﹈

○
学
習
塾
等
受
講
料
：
学
習
塾
︑
各

種
受
験
対
策
講
座
︑
通
信
講
座
︑

補
習
教
室
に
か
か
る
受
講
料
︒
中

学
�
年
生
・
高
校
�
年
生
等
と
も

に

万
円
ま
で
︵
上
限
︶

20

○
受
験
料
：
高
校
︑
大
学
︑
専
修
学

自
立
が
困
難
な
ひ
と
り
親
家
庭
の

お
母
さ
ん
︑
お
父
さ
ん
の
支
援
と
し

て
︑
就
労
支
援
に
関
す
る
給
付
金
支

給
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行

っ
て
い
ま
す
︒

給
付
金
の
支
給

経
済
的
自
立
を
目
指
し
修
業
す
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
︑
父
親
を
支

援
す
る
た
め
︑
﹁
高
等
職
業
訓
練
促

進
給
付
金
﹂
と
﹁
自
立
支
援
教
育
訓

練
給
付
金
﹂
の
�
種
類
の
給
付
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
︒
給
付
金
を
受
け

る
た
め
に
は
︑
福
祉
事
務
所
で
事
前

に
相
談
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
︒

▢人

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養

20

す
る
母
親
︑
父
親
で
児
童
扶
養
手
当

受
給
者
お
よ
び
同
様
の
所
得
水
準
の

方○
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

安
定
し
た
生
活
を
営
む
た
め
に
︑

就
職
に
有
利
で
収
入
増
に
役
立
つ
資

格
取
得
を
目
指
す
ひ
と
り
親
家
庭
の

母
親
・
父
親
に
︑
養
成
機
関
で
の
修

業
期
間
中
の
生
活
費
の
負
担
を
軽
減

校
︑
各
種
学
校
の
受
験
料
︵
上
限

あ
り
︶

﹇
返
済
の
免
除
﹈こ
ど
も
が
高
校
︑
大

学
等
に
入
学
し
た
場
合
は
貸
付
金
の

返
済
が
免
除
に
な
り
ま
す
︒

﹇
受
付
時
間
﹈平
日
午
前

時
～
正
午
︑

午
後
�
時
～
�
時

▢問
受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付

相
談
窓
口
︵
区
役
所
�
階
福
祉
事
務

所
入
口
す
ぐ
︑
保
護
第
一
課
隣
︶

☎
(
�
�
�
	
)

�
�
�

江
東
区
と
江
東
区
歯
科
医
師
会
で

は


�
�
�
運
動
︵

歳
で

本
自

80

20

分
の
歯
を
残
す
こ
と
︶
を
推
進
す
る

た
め
︑
歯
と
口
の
健
康
づ
く
り
に
日

ご
ろ
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
家
族
を

﹁
江
東
区


�
�
�
す
こ
や
か
家

族
﹂
と
し
て
表
彰
し
て
い
ま
す
︒

江
東
区
歯
科
医
師
会
所
属
の
歯
科

医
療
機
関
か
ら
推
薦
さ
れ
た
家
族
を

審
査
の
う
え
区
が
表
彰
し
︑
最
優
秀

家
族
は
東
京
都
へ
推
薦
し
ま
す
︒
表

彰
式
は
�
月
上
旬
を
予
定
し
て
い
ま

す
︒
対
象
と
な
る
家
族
は
︑
平
成
27

年
�
月
か
ら
平
成

年
�
月

日
ま

28

31

で
に
︑
�
歳
児
歯
科
健
康
診
査
︵
各

保
健
相
談
所
で
実
施
︶
を
受
診
し
た

お
子
さ
ん
と
︑
同
居
す
る
父
母
︑
祖

父
母
︑
兄
姉
の
う
ち
最
低
�
人
以
上

の
成
人
を
含
む
家
族
で
す
︒
ぜ
ひ
ご

家
族
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
︒

﹇
応
募
期
間
﹈�
月
�
日
︵
月
︶
～
18

日
︵
月
︶

▢申
江
東
区
歯
科
医
師
会
所
属
の
歯

科
医
療
機
関
※
歯
科
医
師
会
所
属
歯

科
医
療
機
関
は
江
東
区
歯
科
医
師
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵

▢
h
ttp
://w
w

HP

w
.k
o
to
k
u
sh
ik
a
ish
ik
a
i.c
o
m
︶

で
確
認
で
き
ま
す
︒

▢問
保
健
所
健
康
推
進
課
歯
科
衛
生

担
当

☎
(
�
�
�
	
)
�






江
東
区
歯
科
医
師
会

☎
(
�
�
�

)
�
	


�

す
る
目
的
で
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
︒

※
平
成

年
度
よ
り
支
給
期
間
︑
修

28

業
期
間
の
要
件
が
変
更
と
な
り
ま
し

た
︒
ま
た
︑
通
信
制
の
養
成
訓
練
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
︒
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

※
父
親
に
つ
い
て
は
︑
平
成

年
度

25

以
降
の
入
学
生
の
み
が
対
象
で
す
︒

▢人
看
護
師
︑
介
護
福
祉
士
︑
保
育

士
︑
理
学
療
法
士
︑
理
・
美
容
師
等

の
資
格
取
得
の
た
め
︑
�
年
以
上
養

成
機
関
で
修
業
し
︑
資
格
取
得
が
見

込
ま
れ
る
方

﹇
支
給
対
象
期
間
﹈申
請
の
あ
っ
た
月

か
ら
修
業
期
間
の
全
期
間
の
う
ち
最

大
�
年
間

﹇
支
給
額
﹈住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
月
額
�
�
�
︑�
�
�
円
︑
そ
れ

以
外
の
方
は
月
額
	
�
︑�
�
�
円

﹇
修
了
支
援
給
付
金
﹈養
成
訓
練
修
了

後
に
一
時
金
と
し
て
︑
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
は
�
�
︑�
�
�
円
︑

そ
れ
以
外
の
方
は
�
�
︑�
�
�
円

を
支
給
︵
養
成
訓
練
の
修
了
日
か
ら

日
以
内
に
要
申
請
︶

30○
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

就
労
に
役
立
て
る
た
め
に
必
要
な

教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た
場
合
︑

負
担
し
た
受
講
料
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
※
平
成

年
度
か
ら
支
給
割
合

28

が
変
更
と
な
り
ま
し
た
︒

﹇
支
給
額
﹈支
払
っ
た
費
用
の

％
に

60

相
当
す
る
額
︵
上
限

万
円
︶
※
�

20

�
︑�
�
�
円
以
下
は
対
象
外

﹇
対
象
と
な
る
講
座
・
資
格
﹈雇
用
保

険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
指
定
教
育

訓
練
講
座
等
︒
具
体
的
な
講
座
・
資

格
に
つ
い
て
は
︑
教
育
訓
練
給
付
制

度
検
索
シ
ス
テ
ム
︵

▢
h
ttp
:/
/

HP

w
w
w
.k
y
u
fu
.ja
v
a
d
a
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r.jp
/

k
e
n
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k
u
/T
_M
_k
e
n
sa
k
u
︶
を
ご

覧
く
だ
さ
い
︒

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
︑
父
親

に
生
活
全
般
の
相
談
・
支
援

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
が
︑
ひ

と
り
親
家
庭
の
母
親
・
父
親
が
抱
え

る
︑
経
済
的
な
悩
み
︑
こ
ど
も
の
就

学
問
題
な
ど
︑
生
活
の
相
談
に
応
じ

支
援
し
ま
す
︒
そ
の
他
︑

歳
未
満

18

の
こ
ど
も
の
養
育
が
十
分
に
行
え
な

い
母
子
世
帯
を
対
象
に
自
立
支
援
を

行
う
母
子
生
活
支
援
施
設
へ
の
入
所

相
談
︵
要
審
査
︶
や
︑
緊
急
に
保
護

を
必
要
と
す
る
母
子
が
利
用
す
る
緊

急
一
時
保
護
施
設
の
入
所
相
談
も
行

っ
て
い
ま
す
︒
一
人
で
悩
ま
ず
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

母
子
・
父
子
福
祉
資
金
の
貸
付

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
︑
父
親
等

を
対
象
に
︑
経
済
的
に
自
立
し
て
安

定
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な

資
金
を
お
貸
し
し
ま
す
︵
要
審
査
︶
︒

﹇
資
金
の
種
類
﹈修
学
資
金
︑
就
学
支

度
資
金
︑
転
宅
資
金
な
ど

種
類
の

12

資
金
が
あ
り
︑
貸
付
限
度
額
・
据
置

期
間
・
償
還
期
限
が
資
金
に
よ
り
異

な
り
ま
す
︒
詳
細
は
母
子
・
父
子
自

立
支
援
員
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
︒▢人

都
内
に
�
か
月
以
上
︵
修
学
資

金
︑
就
学
支
度
資
金
は
期
間
を
問
い

ま
せ
ん
︶
お
住
ま
い
の
ひ
と
り
親
家

庭
の
母
親
︑
父
親
等
で
︑

歳
未
満

20

の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
る
方

▢問
﹇
深
川
地
区
お
よ
び
東
砂
�
～

�
丁
目
︑
南
砂
︑
新
砂
の
窓
口
﹈保
護

第
一
課
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
亀
戸
︑
大
島
︑
北
砂
︑
東
砂
�
～
�

丁
目
︑
夢
の
島
︑
新
木
場
︑
若
洲
の

窓
口
﹈保
護
第
二
課
母
子
・
父
子
自

立
支
援
員

☎
(
�
�
�
	
)
�
	
�
	

女
性
が
経
済
的
に
自
立
し
て
︑
社

会
的
に
安
定
し
た
生
活
を
送
る
た
め

に
必
要
と
す
る
資
金
を
お
貸
し
し
ま

す
※
本
事
業
は
︑
平
成

年
�
月
末

29

で
終
了
し
ま
す
︒

﹇
資
金
の
種
類
﹈修
学
資
金
︑
転
宅
資

金
︑
技
能
習
得
資
金
な
ど

種
類
の

10

資
金
が
あ
り
︑
貸
付
限
度
額
・
償
還

期
限
が
資
金
に
よ
り
異
な
り
ま
す
︒

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢人
区
内
に
住
所
が
あ
り
○
こ
ど
も

等
を
扶
養
す
る
配
偶
者
の
い
な
い
女

性
○
こ
ど
も
等
を
扶
養
し
て
い
な
い

場
合
は
︑
年
間
所
得
が
�
︑�
�
�
︑

�
�
�
円
以
下
で
︑
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
①
か
つ
て
母
子
世
帯

の
母
と
し
て
こ
ど
も
を
扶
養
し
た
こ

と
の
あ
る

歳
以
上
の
方
②
婚
姻
歴

25

の
あ
る

歳
以
上
の
方

40

※
貸
付
に
は
審
査
が
あ
り
ま
す
︒

▢問
﹇
深
川
地
区
お
よ
び
東
砂
�
～

�
丁
目
︑
南
砂
︑
新
砂
の
窓
口
﹈保
護

第
一
課
婦
人
相
談
員

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
亀
戸
︑
大
島
︑
北
砂
︑
東
砂
�
～
�

丁
目
︑
夢
の
島
︑
新
木
場
︑
若
洲
の

窓
口
﹈保
護
第
二
課
婦
人
相
談
員

☎
(
�
�
�
	
)
�
	
�
	


